
防犯灯設置申請書 
 
                           令和〇年○月○日 
（宛先）厚木市長  

 
                  自治会名  厚木市役所前自治会    
 
                  会 長 名 防犯 太郎         
 
                  電話番号 046－×××－××××  
 
 次のとおり申請します。 
 
 1 申請灯数    ２  灯 
 
 2 添付書類  ☑ 防犯灯設置申請場所 一覧表 
        ☑ 防犯灯設置申請場所 位置図 
        ☑ 承諾書 

 ※（ 承諾書は、私有地にポールを設置する場合又は私有地に建柱されてい 

    る東電柱又はＮＴＴ電柱へ設置する場合は、必ず添付してください。 ） 

 
3  注意事項   申請書を提出する前に、必ず周辺住民の承諾を得てください。 

 
【参考】「厚木市防犯灯設置等に関する要綱」に定める新設基準 

(1) 新設については、LED 防犯灯とし、防犯灯及び防犯灯以外の照明灯が設置されていな

い東電柱又は NTT 電柱へ共架するものとする。ただし、東電柱又は NTT 電柱がないとき

は、ポールを建柱して新設するものとする。 

(2) 原則として、公道に面した場所で、東電柱又は NTT 電柱への直付けとする。ただし、

不特定多数の者が通行する私道又は袋路状の私道で、かつ、接する住宅が 3 戸以上ある

ものについては、申請者と協議し、適当であると認められる場合に新設する。 

(3) 東電柱又は NTT 電柱への直付けによる LED 防犯灯を連設する場合の設置間隔は、原則

として、おおむね 16ｍとする。ただし、防犯及び道路形状等の理由によりやむを得ない

ときは、この限りでない。 

(4) ポールによる LED 防犯灯の新設は、設置場所に東電柱又は NTT 電柱がなく、低圧線の

ある東電柱から 25m 以内の場合で、原則、中継用のポール（照明器具の未設置）は、認

めないものとする。また、連続して設置する場合は、ポールの強度等を考慮して、25m

以内の設置間隔で最大５本までとする。 

(5) ポールによる LED 防犯灯の新設場所は、原則として私有地とし、設置可能な私有地が

ないときは、設置場所について、市と協議するものとする。 

(6) 新設するに当たり、地権者及び周辺住民の承諾を得られていることを設置の前提とす

る。 
 問合せ 

担当 市民交流部 くらし交通安全課 くらし安全係 
電話 046-225-2148（直通）FAX 046-221-0260 

記 入 例 

 
私有地に建っている電柱に防犯

灯を設置する場合や、私有地に防

犯灯のポールを建てる場合は、必

ず土地所有者の承諾書が必要に

なります。 

【 設置の申請における注意点 】 

いままで暗かったところに防犯灯を設置すると、灯りによりさまざま

な影響がでる場合がありますので、防犯灯の設置申請をするにあたり、

必ず周辺の方に了解を取ってください。 

〈 影響例 〉 

・向かいの家の壁に防犯灯の光が反射してまぶしい 

  ・寝室が照らされて眠れない 

  ・畑や田んぼが照らされて作物が育たない 

（ 第 1 号様式 ） 



防犯灯設置申請場所 一覧表 
№ 場所（住所） 電柱番号 取付状態 遮光板の有無 
 

中町3-17-17（○○宅前） 中町１１１ 

☑ 東電柱 
□ NTT 電柱 
□ ポール 

□ 必要 
 
☑  不要 

１ 

 
中町３－１６－１ 
（市役所第二庁舎前） 

 
 
中町１２８ 

☑ 東電柱 
□ NTT 電柱 
□ ポール 

□ 必要 
 
☑  不要 

２ 

 
中町３－１７－１７ 
（大手公園南側） 

  
□ 東電柱 
□ NTT 電柱 
☑ ポール 

☑ 必要 
 
□  不要 

３   
□ 東電柱 
□ NTT 電柱 
□ ポール 

□ 必要 
 
□  不要 

   □ 東電柱 
□ NTT 電柱 
□ ポール 

□ 必要 
 
□  不要 

５ 

  
□ 東電柱 
□ NTT 電柱 
□ ポール 

□ 必要 
 
□  不要 

６ 

  
□ 東電柱 
□ NTT 電柱 
□ ポール 

□ 必要 
 
□  不要 

７ 

  
□ 東電柱 
□ NTT 電柱 
□ ポール 

□ 必要 
 
□  不要 

 
電柱番号については、別紙「電柱のプレート

について」を参照してください。 

 
  防犯灯を設置することで光の影響が考えられる場合は、遮光板を設置 
  することができます。 
  遮光板が必要だと思われる場合は御相談ください。 
 
 （例１）設置箇所の周辺に田んぼがあり、耕作障害の恐れがある。 
 （例２）高低差のある場所に防犯灯を設置するため、直接住宅を照らして 
     しまう恐れがある。 
 
（ 注意 ）遮光板の効果は設置条件や周辺環境によって異なります 
     ので、必ずしも効果があるとは限りません。 

  
電柱が無い場合は、ポールを建てて防犯灯を設置す

ることになりますが、原則として私有地へポールを

建てることとなります。 



防犯灯設置申請場所 位置図 
 
※防犯灯の設置申請箇所付近の地図を添付し、設置申請する箇所は赤字で記入し

てください。（明細図、自治会で作成したもの、手書きでも結構です。） 

 

 


